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2.3.2  サイクル機構におけるメッセージの内容、構成の検討 

上述の化学物質に関する提案は、サイクル機構における日常的なコミュニケーションでも適用す

ることが可能であるが、これらをサイクル機構が作成するメッセージにあてはめる場合には、次の

点に注意が必要と考えられる。 
��核燃料サイクルなどの事業は一般に馴染みが薄く、リスクの説明以前に、事業内容の説明

が必要。 
��原子力施設のリスクは、平常時の活動を理解してもらうだけでは不十分であり、事故時に

何が起こるか等の情報を提供する必要がある。（受け手の関心は、平常時のリスクよりも、

ひとたび事故が起こった場合の破局性にある。） 
��放射線は一般に馴染みが薄く、説明が必要。 

 
サイクル機構東海事業所が作成・利用するメッセージの内容として、必要と思われる内容を以下

に例示する。 
但し、メッセージに含むべき情報は想定した受け手の関心や要求に応じていることが望ましく、

受け手の関心事項や要求に係る調査結果等が存在する場合には、これを優先すべきである。 
 
(1) 事業内容・活動 

事業所にどのようなリスクがあるのかを説明するための前提となる情報として、事業内容や工程

等について説明する。含むべき内容には次のようなものがあげられる。 
1) 事業内容・活動の概要 
事業所の目的、事業内容など。情報の受け手が潜在的なリスクを想起するための手がかりとなる

だけでなく、事業所の存在意義（ベネフィット）に係る情報の手がかりとなる。 
2) 核燃料サイクルと事業所の事業の位置づけ 
「再処理」「MOX 燃料加工」など核燃料サイクルの一部を形成する事業では、単体でその役割を

示すだけでなく、核燃料サイクルの中での当該事業所の位置づけを示すことが理解の助けとなる。 
3) リスクを考えるうえで主要な工程 
リスクを考えるうえで主要な工程を示すチャート（図 2-6参照）。業務の流れとリスクの存在す

る部位の理解を助けるもの。 
とりあげる工程の選択基準については、安全評価上重要なものだけでなく、住民が関心を持って

いるもの（報道されたもの等）も考慮する。 
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図 2-6 工程図の例（再処理工程の概要） 

 
(2) 事故等のリスク 
原子力に対する不安の主たる理由は事故の可能性にある（図 2-7）。また、リスク認知にかかる

研究においても、原子力リスクに係る認知を特徴づける要因として破局性が指摘されている（図 
2-8）。 

 

 
69.8

49.2

43.4

41.5

35.3

1.2

0.6

0 20 40 60 80%

事故が起きる可能性があるから

原子力に関する情報公開が不十分だから

虚偽報告やデータ改ざんなど不祥事が続いたから

海外で大きな事故が起こっているから

原子力発電所の故障や事故のマスコミ報道がなされているから

その他

わからない

69.8

49.2

43.4

41.5

35.3

1.2

0.6

0 20 40 60 80%

69.8

49.2

43.4

41.5

35.3

1.2

0.6

0 20 40 60 80%

事故が起きる可能性があるから

原子力に関する情報公開が不十分だから

虚偽報告やデータ改ざんなど不祥事が続いたから

海外で大きな事故が起こっているから

原子力発電所の故障や事故のマスコミ報道がなされているから

その他

わからない

事故が起きる可能性があるから

原子力に関する情報公開が不十分だから

虚偽報告やデータ改ざんなど不祥事が続いたから

海外で大きな事故が起こっているから

原子力発電所の故障や事故のマスコミ報道がなされているから

その他

わからない
 

出典：総理府広報室(1999)「エネルギーに関する世論調査」 
 

図 2-7 原子力発電が不安だと思う理由（1999 年 2 月：総理府調べ）4 

 
 
 
 
 
 

                                                
4 「原子力ポケットブック 2000 年版」p111-116 
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出典：Slovic (1987)「Perception of Risk」, Science, Vol.236. 
 

図 2-8 技術リスクに関する認識 

 
また、この情報は施設が破局をもたらすものか、それとも安心しえるものかを受け手に判断して

もらうための情報であるから、多重防護、耐震設計等の予防措置だけではなく、発生シナリオ、リ

スクの程度、対策について説明することが必要となる。 
 
1) リスクの種類 
ここでは事故の種類と発生シナリオとしてもよい。立地評価事故、仮想事故、最大想定事故など、

発生した場合には重大な影響を及ぼすものについて説明する。東海事業所においては「臨界」「火

災・爆発」等があげられる。このほか安全評価上重要なものだけでなく、住民が関心を持っている

もの（報道されたもの、例えば「テロ」等）も考慮する。 
2) リスクの程度 
発生した場合にどの程度の被ばく（または死亡、発がん等）が起こるか、という点に関する情報

となる。 
原子力分野において、このような情報は欠落または錯綜しているといってよい。例えば 1986 年

Nuclear Reactor Accidents
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に発生したチェルノブイリ事故における死者数は 31 人とされている 5が、一方で、70 万人を超え

る生命が、チェルノブイリ 4 号炉たった一基の原発事故の代償として支払われることになる 6（但

し自殺者を含む）といった情報も存在しており、混乱や誤解を招いている。事業者としても、事故

が発生した場合の被ばく量に係る情報を提供し、フェアな判断を求めてよい。 
但し、わが国の原子力施設では事故の経験は乏しく、事故時のリスクの程度に係る情報は、安全

評価の結果によるところが大きい。これらはあくまで予測（シミュレーション等による評価）であ

り、不確実性を伴う点に言及が必要である。 
3) 緊急時対策 
事故等発生時の対策に係る情報だが、この情報はメッセージ全体の量とのバランスにより、別系

統の情報ユニットを用意することも考えられる。本報告書では、(5) 災害時の対処方法、として別

途述べることとする。 
4) 予防・拡大防止策等 
リスク（ここでは事故等）の予防・検知・拡大防止策が十分かどうかを判断してもらうための情

報である。通読を想定した場合、ここまで工程に沿って具体的な説明を行ってきているので、直接

的な対策（臨界であれば「形状管理」など）から、間接的な対策の順に説明する方が望ましいと考

えられる。 
さらに保安活動などの諸活動は、事故等だけでなく、平常時の対策にも関わるものなので別に用

意してもよい。 
 
(3) 平常時のリスク 
 日常的な操業に係るリスクについて判断を求めるための情報である。公衆のリスクだけでなく、

従業員のリスクにも触れることが望ましい。 
 

1) リスクの種類 
平常時のリスクの種類について、リスクを受ける対象から分類すると公衆の被ばくと従業員の被

ばくがあげられる。また、発生源から見ると、施設のリスク、輸送のリスクがあげられるが、事業

所にとって重要なものを選択する。このほか安全評価上重要なものだけでなく、住民が関心を持っ

ているものも考慮する。 
2) リスクの程度 
原子力施設が平常時に与えるリスクは一般に 10-6 程度と小さく直感的に把握することが難しい。

このため、何らかの比較を用いて表現することが考えられる。このときの比較対象は、時期の違う

同じ対象の比較、基準との比較、異なるリスク評価結果との比較が望ましい。 
ここで、日常的なコミュニケーションの場面を想定した場合、施設の運用には特段の変化がない

ので、時期の違う同じ対象のリスクは適切でない。また、異なるリスク評価結果というのは、異な

る機関等による同一事象に対するリスク評価を指しているが、それほどたくさんのリスク評価が存

在するわけでもない。よって、ここでは基準値と測定値等の比較を用いることが妥当と考えられる。 
なお、「規制基準をクリアしている」という事実を伝えるだけでは、信頼されない可能性がある

                                                
5 経済産業省,原子力のページ Q&A, http://www.atom.meti.go.jp/ 
6 瀬尾健(2000)「完全シミュレーション原発事故の恐怖」風媒社, p71 
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ので、測定値と基準値が示されていることが望ましい。 
ここでいう「リスク評価」は必ずしも発がんや死亡リスクに換算して提示する必要はなく、線量

当量や放射能量など、わかりやすく、一般的に用いられる指標を用いればよいと考えられる（別途

説明を用意し、関心がある人が参照すればよい）。 
3) 予防・拡大防止策等 
平常時におけるリスクが常に想定される程度（例えば基準値以下）となるよう担保されているか

どうかを判断してもらうための情報である。 
環境への放出であれば、放出管理、監視・測定などの対策と、それを規定するルールの存在を示

すことが考えられる。 
 
(4) 放射性廃棄物 

原子力や放射線利用において日常的に発生する放射性廃棄物に係る問題は、施設における放射性

廃棄物による被ばくについて語るならば、上述までの事故等／平常時という区分にあてはめること

が可能である。 
しかし、一般に放射性廃棄物への関心といったときには、当該事業所において発生するものだけ

の問題でなく、原子力や放射線利用全般において発生する放射性廃棄物全体に対する関心としてと

らえる必要がある。 
説明責任がどの機関にあるのかという点は別としても、原子力事業者には放射性廃棄物の発生者

として関心に応えることが求められており、市民・住民とコミュニケーションをとる場合に放射性

廃棄物に係る情報を用意しておくことは有用である。 
 

(5) 災害時の対処方法 
緊急時にどのような対応が必要なのかという点に係る情報である。図 2-9は一般市民を対象に

「リスクに関して最もほしい情報」をひとつだけ選択するようにたずねたものだが、「危険を防止・

低減するために自分ができること」のニーズは比較的高いものとなっている。またコミュニケーシ

ョンの相手が立地地域住民であれば、このような情報はさらに重要なものとなる。 
ここで、リスクメッセージの基本は受け手の意思決定に役立つ情報の提供であるから、防災体制

等の内容を伝えて、受け手に安心できるか否かを判断してもらうという側面がある。 
しかし、その一方で個人的な対処方法の説明（避難場所、救急法等）については、受け手の行為

を誘発することが被害を低減することに直結することになる。このような内容のメッセージについ

ては受け手の判断を仰ぐのではなく、積極的に行動を誘発させるものであってもよいと考えられる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



JNC TN8410 2004-004 

－ 15 －

35

27

17

12

4

1

0% 10% 20% 30% 40%

なぜ安全・危険なのかという
理由・科学的根拠

危険を防止・低減させるために
自分ができること

自分で安全性を評価するための
具体的なデータや指標

公的機関が認める安全性の
評価結果

被害を受けている人などの
生の意見

その他

35

27

17

12

4

1

0% 10% 20% 30% 40%

35

27

17

12

4

1

0% 10% 20% 30% 40%

なぜ安全・危険なのかという
理由・科学的根拠

危険を防止・低減させるために
自分ができること

自分で安全性を評価するための
具体的なデータや指標

公的機関が認める安全性の
評価結果

被害を受けている人などの
生の意見

その他

 
調査対象：全国の 15 歳以上の男女個人 

有効回収標本数：1,080 サンプル 

調査時期：平成 13 年 6 月 
 

   出典：後藤大介(2001)「市民の環境リスク認知とリスクコミュニケーション」ノルドレポート vol.4 
 

図 2-9 リスクに関して最もほしいと思う情報 

 
(6) 安全確保、信頼性向上のための諸活動 
基本的には、リスク低減策のうち、間接的で事故時と平常時の双方に関するものであり、(2)(3)

における予防・拡大防止策との明確な区別はない。教育訓練や保安制度、関連する各種のルールな

ど、事業者が安全性、信頼性を向上させるために行っている諸活動を説明すればよい。 
 

(7) 地域との関わり、意見交換窓口 
リスクコミュニケーションが双方向の対話プロセスであることに鑑みれば重要性の高い情報と

いえる。少なくとも、連絡先や問い合わせ先、責任者に係る情報を含めることが必要である。 
 
(8) 放射線 
原子力のリスクという場合、広義には政策オプションの選択に係る社会経済的リスク等も含まれ

るが、事業者が原子力施設のリスクという場合、人への放射線の被ばくリスクを指すと考えてよい。

しかしハザードである放射線は五感に感じることができないため直感的理解が難しく、また、学校

教育の場面においても、中等教育の段階まで放射線は登場せず、一般に十分な理解が得られている

とは考えづらい。 
よって、原子力施設のリスクを説明する際には、ハザードである放射線に対する知識を補完する

ことが有用である。 
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2.4  リスクメッセージの表現上の留意点 

2.4.1  慎重に記述すべきポイント 

メッセージの作成にあたっては、受け手の認知に影響を与える点に関する記述は特に慎重に行う

ことが必要である。ここで「慎重に」というのは、リスクを小さく見せるということではなく、正

確かつ誠実に記述し、受け手の懸念に応えていくということである。 
原子力分野においては、次のような点に配慮が必要である。 
 

(1) 破局性 
集中的、大規模な災害は、分散した小規模な災害よりも大きな懸念をもたらす。一般に、メッセ

ージの受け手となる一般の市民は原子力に対して大惨事を引き起こす可能性があるものとして認

知しており、住民であれば近隣施設による被害を懸念しているとの前提に立ってメッセージを作成

することが必要である。 
この懸念に対して、根拠も示さずに頭ごなしに杞憂であると扱ったり、大きな懸念を持つことは

愚かなことだというニュアンスを与えるような表現は避けるべきである。 
また、安全対策だけを伝えても、対象となる事象の内容、程度がわからなければ、受け手は対策

が十分かどうかを判断することができない。最悪（前提とともに）どの程度の規模の被害が想定さ

れるのか、その想定に対してどのような予防策をとっているのかということが連続的に理解できる

情報を示すことが有用である。 
 
(2) 経験・能力 
不慣れなリスクは、慣れ親しんだリスクよりも懸念が大きい。原子力のリスクは自動車事故等の

馴染みのあるリスクと比べて社会的に経験の乏しいリスクである。原子力のリスクは基本的には個

人が管理できないので、組織の経験、能力が重要となる。組織の持つ経験や、危機管理能力につい

て、限界を含めて具体的に示すことが必要である。 
 
(3) 組織への信頼性 
リスクの管理に責任を持つ組織が信用されていない場合、組織が信用を得ている場合よりも大き

な懸念が持たれる。我が国の原子力分野は、事故のリスクよりも情報の取扱いなど組織の信頼に係

る事件性が問題となってきた経緯がある。 
メッセージの作成にあたっては、自らの組織はまだ信頼されていない（事実かどうかは別として）

という前提で、不祥事等を起こした組織との違いや、内部監査などの信頼性確保のための措置等を

丁寧に説明していくことが有用と考えられる。 
 

(4) 不確実性 
原子力ないし放射線のリスクは不確実性を伴う。不確実性はリスクを大きく感じさせる要因であ

る。しかし、一般の市民に感じられる不確実性と、リスク評価における不確実性の範囲は異なると

考えられる。低線量領域における確率的影響評価の外挿など、不確実な部分はあるものの「何もわ

かっていない」わけではない。不確実性の内容を説明することで、受け手は自らが感じていたほど
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には不確実ではなかったと感じる可能性もある。逆に、不確実な部分も確定した事実のように語っ

てしまうと、断言できる部分についても疑義が発生する。 
メッセージ作成においては、断言できる部分と、推測の部分が区別できるように意識するべきで

ある。 
 

2.4.2  比較リスク表現 

リスクは本来的には数量的概念であり「どのような」とともに「どの程度」が問題となる。この

ため、リスクどうしを比較して示すことで理解を高めることが期待できる。しかし、比較の用い方

によっては反感を買う場合がある。これについて、Covello はリスクの比較表現とその受け入れや

すさを次のように示している 7。 
 
(1) 最も受け入れやすい 
��２つの異なった時点でのリスクの比較 
 例「１年前の放出量と比較して 50%削減」 
��標準との比較 
 例「基準値の 10%程度である」 
��同じリスクの異なる推定との比較 
 例「政府の推定では 100 人あたり 1 例だが、サイクル機構の推定では 100 人あたり 0.1 例」 

 
(2) やや好ましくない 
��何か行動をとるときのリスクとその行動をとらないときのリスクの比較 
��同じ問題に対する他の解決法との比較 
��他の場所での経験済みの同じリスクとの比較 
 
(3) より好ましくない 
��特定の時と場所におけるピークリスクと平均リスクの比較 
��特定の悪影響を及ぼす源からのリスクと同じ悪影響を及ぼす全ての源との比較 
 
(4) 受け入れられる限界 
��リスクとコストの比較あるいはひとつのコスト／リスク比を他のコスト／リスク比と比較 
��リスクとベネフィットとの比較 
��職業上のリスクと環境リスクの比較 
��同じ発生源の他のリスクとの比較 
��同じ疾病、病気、傷害をもたらす他の具体的な原因との比較 
 

                                                
7 Covello(1996)「危急時及び平常時でのリスクコミュニケーション」『化学物質総合安全管理のためのリスクアセスメ

ントハンドブック』丸善 
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(5) ほとんど受け入れられない 
��関係のないリスクとの比較 
 例「放射線のリスクは交通事故よりも小さい」 
 

特に、施設からの放射線のリスクとタバコや交通事故のリスクとの比較など、関係のないリスク

との比較は「ほとんど受け入れられないもの」に分類されている。 
リスクを受け入れるかどうかは、受け手の個人的な価値観の問題であって、リスクの大きさは受

け手がリスクを受容するか否かを判断するためのひとつの因子にすぎない。しかし、関係のないリ

スクの比較は、受容されている大きなリスクを引き合いに小さな事業所のリスクの受容を迫るとい

う意味合いを暗黙のうちに含んでおり、価値観の押しつけと感じられるものとなる。よって、この

ような表現は避けるべきである。 
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2.5  分かりやすいメッセージ 

2.5.1  理解の仕組み 

コミュニケーションのためにメッセージを作成する目的は、メッセージを媒体として相互理解を

進めるためである。メッセージがその役割を果たすためには、まずメッセージに記載されている内

容が受け手にとって理解しやすいものである必要がある。 
ここで「理解しやすい」とは、受け手の脳において情報が整理しやすく、記憶されやすい状態で

あると考えることができる。人間の記憶は、次のような仕組みになっていると考えられている（ 図 
2-10）。 

①人間の脳は外界から情報を受けると、一次記憶域とよばれる領域で仕分けられる。 
 ②仕分けられた情報は、二次記憶域とよばれる区画された領域に格納される。 
 

情報 一次記憶域 二次記憶域

ABC
23456

2
34

A

B

C

56

○△■

○

△

■

○△■
×◎
◇▲■

ABC
DEFXYZ

234-555
23456

○△■
×◎
◇▲■

ABC
DEFXYZ

234-555
23456

θ

θ

？

脳内外界

整理 格納  
 

 図 2-10 脳内での情報整理モデル 
 

一次記憶域は二次記憶域に情報を受け渡すための分析、整理を行う作業領域である。このため、

情報の保持時間、保持量ともに制約がある。例えば、意味のない数列を長時間または大量に記憶す

るのが困難なのは、一次記憶域の制約によるものである。 
二次記憶域は、知識の格納庫のようなものであり、長期間の保存が可能であるだけでなく、容量

も大きい。また、普段は意識していない情報でもきっかけがあれば引き出すことが可能である。つ

まり、理解しているとは、情報が二次記憶域に格納されている状態である。 
よって、分かりやすいメッセージとは、受け手の二次記憶域に格納されやすいメッセージという

ことになる。分かりやすいメッセージとするためには次のような配慮が必要となる。 
 

2.5.2  分かりやすいメッセージを作成するための注意点 

説明する際に無理のある内容、構成、レイアウトとなっていないかどうか、説明の流れと図表・

コメントが一致しているかどうか、メッセージの内容、表現、利用方法は目的、受け手に合致して

いるかどうかなどを意識して作成する。 
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個別の事項は以下に示すが、基本的には、メッセージを用いて受け手と対話する場面を想定しな

がら作成することが重要ということである。 
 
(1) 情報の整理 
これは一次記憶域に負担をかけず、できるだけそのまま二次記憶域に格納できるようにすること

である。意味内容を整理することと、表現を整理するということがあげられる。意味内容を整理す

るということは、目次構成を作成する際に各メッセージが言及する範囲を明確にして、無理のない

構造とすることである。 
また、個別のスライドについても情報を視覚的、内容的に整理して提示することが必要である。 
 
1) 情報を構造化する 
企画当初の段階では、伝えるべき情報内容が作成者の頭の中に混沌と存在していることが通常で

ある。各テーマについて、それぞれ散発的に作成した場合には漏れや重複を生じやすく、受け手の

混乱を招く。また、説明者にとっても説明しづらいメッセージとなってしまう。 
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図 2-11に示す３枚のスライドは、国、県、事業所それぞれのきまりごとについて説明するスラ

イドである。ここで示される情報には、組織（国、県、事業所）、きまりの内容、きまりの階層構

造という３要素がある。  
 

2001/10/10-E-3

周辺環境への影響（放射線を扱うところから出てくるものは？）

東海事業所のきまり

核燃料サイクル開発機構

東海事業所

○○施設保安規定

核燃料サイクル開発機構

東海事業所

放射線管理基準

東海事業所でも、法律をもとに、施設ごと

に「保安規定」や「放射線管理基準」など

のきまりをつくっています。

これらのきまりをもとに、

①施設の外への放射性物質の放出管理や

②放射線の影響の評価

をしています。

核燃料サイクル開発機構

東海事業所

排気監視手順書

規定

基準（要領）

手順（マニュアル）

だんだん具体的に
なっています。

2001/10/10-E-4

周辺環境への影響（放射線を扱うところから出てくるものは？）

茨城県のきまり

茨城県環境監視計画
（県のきまり）

安全協定
（県とサイクル機構との約束）

原子力施設周辺の環境保全を図る
公衆の安全と健康を確保する

原子力施設周辺の安全を確保する
住民の健康を保護する
地域の生活環境を保全する

環境モニタリングのための
決まりと目的

放射性物質の放出、環境の監視については、県のきまりも守っています。

2001/10/10-E-2

周辺環境への影響（放射線を扱うところから出てくるものは？）

国のきまりと事業所のきまり

憲法

法律

政令

規則

告示

憲法を最上位に、
だんだん具体的に
なっています。

＜国の決まり＞

＜事業所の決まり＞

規定

基準（要領）

手順（マニュアル）

国の決まりを受け
て、事業所でも決
まりをつくって守
っています。

だんだん具体的
になっています。

原子炉等規制法、放射線障害防止法など

①

②

③

国のきまりの階層構造
事業所のきまりの階層構造

事業所のきまりの内容
事業所のきまりの階層構造

茨城県のきまりの内容

 

 
図 2-11 構造化が不十分なメッセージの例 

 
この例では、まず全体としてどのようなきまりがあるのか分からないことが問題である。 
また、組織についてみると、①国と事業所、②事業所、③茨城県となっており、並びがとれてい

ない。内容についてみると、国のきまりの内容が説明されていない。階層構造は国のきまりと事業

所のきまりについて述べられているのみであり、重複と漏れの両方が存在する。 
このようなメッセージに対しては、次のような修正が考えられる（図 2-12）。 
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    2001/10/10-E-2

周辺環境への影響（放射性物質の放出にはきまりがあります）

放射性物質の放出を管理するためのきまり

国のきまり
原子炉等規制法などの法律

県のきまり
茨城県環境監視計画、安全協定

放射性物質の放出をきまりによって管理しています。

東海事業所のきまりは、国や県のきまりに基づいてつくられ

ています。

東海事業所のきまり
規定、基準（要領）、手順（マニュアル）

国・県のきまりを
施設ごとに具体化

国、県、事業所
それぞれのきまりの関係を追加

①

 
 

2001/10/10-E-3

周辺環境への影響（放射性物質の放出にはきまりがあります）

国のきまり

法律（原子炉等規制法、放射線障害防止法など）

政令

規則

告示

だんだん具体的
になっています。

放射性物質の放出管理の考え方、方法、基準値などを定めて

います。

法律を具体化、用語の定義など

具体的な基準値など

法律、政令を具体化、施設の種類ごとの細目など

管理の考え方

2001/10/10-E-4

周辺環境への影響（放射性物質の放出にはきまりがあります）

茨城県のきまり

茨城県環境監視計画
（県のきまり）

安全協定
（県とサイクル機構との約束）

原子力施設周辺の環境保全を図る
公衆の安全と健康を確保する

原子力施設周辺の安全を確保する
住民の健康を保護する
地域の生活環境を保全する

環境モニタリングのための
決まりと目的

放射性物質の放出、環境の監視については、県のきまりも守っています。

2001/10/10-E-5

周辺環境への影響（放射性物質の放出にはきまりがあります）

東海事業所のきまり

核燃料サイクル開発機構
東海事業所

○○施設保安規定

核燃料サイクル開発機構
東海事業所

放射線管理基準

東海事業所でも、法律をもとに、施設ごと

に「保安規定」や「放射線管理基準」など

のきまりをつくっています。

これらのきまりをもとに、

①施設の外への放射性物質の放出管理や

②放射線の影響の評価

をしています。

核燃料サイクル開発機構
東海事業所

排気監視手順書

②

③

④

国のきまりの内容

茨城県のきまりの内容

事業所のきまりの内容

 
 

図 2-12 メッセージの修正例 
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全体像となる国、県、事業所のきまりの存在と、それぞれの関係について最初に述べておき、次

に組織ごとのきまりの内容を説明する。これにより、受け手は国、県、事業所それぞれにきまりが

あること、それぞれのきまりの関係（事業所のきまりは国、県のきまりに基づいて作られているこ

と）を知ることができる。次いで、それぞれの内容の説明を受け入れる準備ができるものと考えら

れる。 
 
2) ポイントを明確に 
メッセージで伝えたいポイントを明確にする。メッセージで言いたいことは何かを一言で答えら

れるようにする。そして、伝えたいポイントをリード文や見出しで端的に表現する。 
 

2001/11/6-C-24

緊急時における対処方法
ドラフト版

◇避難する時の服装は◇
体（特に鼻や口）が外気に触れないよう
な服装にしましょう。

◇ペット・家畜は・・◇
エサを与えて、小屋か家の中に入れて
ください。

◇戸締り方法◇
電気器具のコンセントを抜き、ガスや水道
の元栓を閉めてください。
窓やドアの鍵をしめましょう

◇持ち出し物品◇
持ち物は最小限にし、貴重品は忘れないよ
うにしましょう（現金などは体につける）

避難の指示が出たら（その１）

「持出し品の準備、戸締り忘れずに」
ここだけを読めば
避難指示がでたときには、
・持ち出し品の準備
・戸締まり
をすればよいことがわかる。

 
 

図 2-13 ポイントが端的に示されているメッセージ例 

 
3) 情報量を抑える 
これも一次記憶域に負担をかけないための配慮である。プレゼンテーションを短く（例えば 15

分程度）にすること、一枚のメッセージに複数のポイントを盛り込まないこと、一つの文章に複数

の内容を入れないなど、一度に与える情報量を抑える配慮が必要である。 
 

4) 伝えたい内容を作成者が理解する 
作成者が理解している以上の内容を相手に理解させることは不可能である。メッセージに記載す

る内容について、作成者が理解することがまず必要である。既存の情報や関係部門へのヒアリング

等によって集めた情報をもとにメッセージで伝えるべきポイントと詳細、そしてメッセージには記

載しない周辺情報も把握しておくことが必要である。 
 

(2) デザイン・レイアウト 
一次記憶域に負担をかけず、二次記憶域に収めることを容易にするためには、情報の内容だけで

なく、デザインやレイアウトにおいても配慮が必要である。通達文書と広告の違いは内容を読むま
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でもなく一瞥して区別することができる。これは頭の中にレイアウトから両者の差異を区別するル

ールを持っているからである。このルールに逆らうと受け手は情報内容以前に「これは何か」とい

う判断をする労力を強いられることとなる。 
また、デザインが統一されていれば、次々に提示されるメッセージを理解するまでに、それぞれ

のフォーマットを理解するための負担を避けることができる。このように、デザインやレイアウト

に配慮することで、分かりやすさを増すことができる。 
 

1) 様式を選ぶ 
同一の内容を伝える場合でも、目的に応じて様式を選択することは当然のように行われている。

メッセージの作成においても、コミュニケーションの場や与えたいイメージによって様式を選ぶこ

とが必要である。また、選んだ様式で統一することで、受け手の情報処理の負担を減らすことがで

きる。 
 (a) フォント 

一般的な用途に照らして不自然でないものを選択する。その範囲の中で与えたいイメージによっ

て適切なものを選択すればよい。代表的なフォントの与えるイメージについては、次のようにいわ

れている。 
 

表 2-4 フォントの与えるイメージ 8 

フォント イメージ 
明朝 新鮮で理性的 
ゴシック 穏やかで中庸 

筆文字 伝統的で保守的 

新書体 新しくて気軽 

 
 (b) レイアウト 

メッセージの構成要素と配置（位置、面積の割合）をできる限り統一することが望ましい。特に、

情報のインデックスとなるタイトルは必須。ポイントを理解できるリード文を付すことが望ましい

と考えられる（ 
図 2-14 参照）。 

                                                
8 資格デザイン研究所編「レイアウト基礎講座」より作成 
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6．おわりに 

 
メッセージ作成のための基本的な留意事項を述べてきた。本報告書で言うメッセージとは、言葉

による音声メッセージではなく、スライド形式（Power Point 形式）で作成された視覚的なメッセ

ージであり、このようなメッセージの作成方法や注意点を主に述べてきた。しかし、本書で述べて

きたことは音声メッセージの作成にも役に立つところがあると思う。 
メッセージの作成には、まずメッセージの目的とメッセージを受け取る対象者を特定する必要が

ある。そして、メッセージの内容と構成を決める。この際、対象者の関心事項を考慮し、内容を検

討する。次に、メッセージの内容に関する情報を収集し、メッセージに記述する内容を整理する。

メッセージで伝えたいポイントについては、作成者が思考を整理し、既存情報や書き起こす内容を

具体的に検討することが必要である。以上のような準備をしてから、目的や対象者に対して適切な

様式、デザインでメッセージを作成する。作成にあたっては、表現の適切さ、分かりやすさ、デザ

イン、文章表現等について配慮する。第 3 章で示したチェックリストが役に立つだろう。 
作成したメッセージを発信・公開する前に、事実関係に誤りがないか、既存資料と不整合がない

か、公開できない機微事項等がないかなどを作成者以外でメッセージの内容を理解している者（現

業部門、広報部門等）が確認することが重要である。更に、メッセージは事実が正確であっても、

受け手にとって分かりやすく有用なものである必要があるので、受け手の視点からのメッセージの

チェックが必要である。メッセージの作成者は、既にメッセージの内容について精通しているため、

作成者以外の一般市民や事務系職員等による素人目のチェックが重要である。 
メッセージの発信･公開の方法には、冊子、パンフレット、ポスター、ホームページ、説明会、

住民との対話の場など種々の方法がある。本書 2.6 節で示した各方法の特徴を考慮して発信してい

くべきである。メッセージはコミュニケーションのツールであるので、メッセージを元に双方向の

コミュニケーションが行われることが重要である。セミナーや集会においては質疑応答の時間を設

ける。ホームページや配布物に掲載する場合でも質問・意見の窓口を設けることである。 
メッセージを発信･公開した後も、住民からのコメントや意見などがあったら、それらをできる

だけ反映し、メッセージを改良していく努力が重要である。また、メッセージは正確で分かりやす

くても、住民が知りたいときにタイムリーに発信されなければ意味がないので、迅速性が重要であ

る。 
最後に、いくらメッセージが正確で分かりやすくても、メッセージの発信者または発信する組織

が信用されていなければ、メッセージを信じてもらえないか、無視されるか、うまく伝わらないか、

真剣に受け取ってもらえないかなど、メッセージが有効に働かないので、普段から発信者は世間か

ら信用を失わない努力が必要である。 
以上、本報告書で述べてきたことが、今後メッセージを作成する際に少しでも役に立てば幸いで

ある。 
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付 録．メッセージの修正例 

 
ここでは、リスクコミュニケーション研究班が作成したメッセージのドラフトが、リスクコミュ

ニケーションの専門家のコメントを受けて、どのように修正されたかをいくつかのサンプルで示す。 
本文でも述べた通り、リスクコミュニケーションの専門家には、次の視点でメッセージをチェッ

クしてもらい、コメントを受けた。 
 
��メッセージの適切さ 
��メッセージの分かりやすさ 
��文章表現の適切さ 
��デザイン･レイアウトの適切さ 
��住民への親近感（言葉、図、分量、等） 
 
コメントを反映してメッセージを修正した。以下に、メッセージのテーマ毎に修正前と修正後の

メッセージを変更点（コメントを含む）と合わせて示す。なお、メッセージのテーマは次の通りで

ある。 
 

メッセージのテーマ 
（１）「施設の安全性と信頼度」 

（２）「原子力事故に備えて」 

（３）「想定される事故とその被害」 

（４）「施設の周辺環境への影響」 

（５）「施設の場所と事業内容」 

（６）「放射性廃棄物の処理処分」 

（７）「放射線に係る基礎知識」 

（８）「地域とサイクル機構東海事業所の関わり」 

 
次頁から、メッセージの修正例をテーマ毎に数枚程度示す。 
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－ 付(2) －

 
(1) 施設の安全性と信頼度 

 再処理施設の安全性確保に向けた取り組み 

修
正
前 

2001/11/7-A-14

施設の安全性と信頼度

３．自主保安活動
～再処理施設の安全性確認～

最新の知見や運転経験等を基に施設の安全性を確認するために、

「東海再処理施設の安全性確認」を実施し、事故発生防止の２重化、

事故発生時の影響緩和策等に係わる改善を図りました。

（原子力安全委員会）

安全性確認の結

果は妥当です。

（東海再処理施設）

OKOK �
 

修
正
後 

施設の安全性と信頼度

再処理施設の安全性確保に向けた取り組み

平成9年3月のアスファルト固化処理施設の事故をふまえ、安全性確

保のための改善に取り組んできています。

東海再処理施設

再処理施設の安全性確認

安全性総点検

計画停止

運転管理面の改善

県からの改善要求

施設の安全性を評価・確認
平成10～11年に実施
（原子力安全委員会が
結果を「妥当」と評価）

施設、設備及び管理方法の
全社的な点検
平成9年に実施

設備更新のための計画的な停止

事故の未然防止、
拡大防止、情報伝達等

事故の教訓活用、
事業所内の対応、
運転操作等の改善

 

変
更
点 

��全面的に書き換え。 
��タイトル「再処理施設の安全性確認」を「再処理施設の安全性確保に向けた取り

組み」に変更。（安全性確認以外の取り組みもまとめて紹介する内容に） 
��コメント「最新の知見や運転経験等を基に施設の安全性を確認するために、「東海

再処理施設の安全性確認」を実施し、事故発生防止の２重化、事故発生時の影響

緩和策等に係わる改善を図りました。」を「平成 9 年 3 月のアスファルト固化処理

施設の事故をふまえ、安全性確保のための改善に取り組んできています。」に変更。

（安全性確認だけでなく、様々な取り組みに触れる。） 
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－ 付(3) －

 
(1) 施設の安全性と信頼度 

 事故･トラブル情報の活用 

修
正
前 

2001/11/7-A-19

施設の安全性と信頼度

３．自主保安活動
～水平展開による情報提供及び改善策の実施～

事故・トラブル

各職場に知らせる

具体的な対応検討

必要な対策を実施
結果を報告, 集計

 

修
正
後 

施設の安全性と信頼度

事故・トラブル情報の活用

内外の
事故・トラブル情報

それぞれの職場での
応用方法を検討

必要な対策を実施
結果を報告、集計

全事業所・各職場が
情報共有

事故・トラブルの情報を共有し、各職場の改善に役立てています。

 

変
更
点 

��タイトル「水平展開による情報提供及び改善策の実施」を「事故・トラブル情報

の活用」に。（「水平展開」を避け、平易な表現に。） 
��イラストレイアウト変更。現在当事者として進行している事故・トラブルではな

く、内外の事故情報を全職場が共有して、それぞれの職場で応用方法を検討する

という内容に。 
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－ 付(4) －

 
(1) 施設の安全性と信頼度 

 業務内容に応じた資格制度の導入 

修
正
前 

2001/11/7-A-23

施設の安全性と信頼度

４．安全意識の高揚と安全文化の醸成
～研究員制度の見直し～

研究員制度を見直し、新たに「技術員／副主任技術員」を設け、

運転員や保守業務従事者の意欲向上を図りました。

 

修
正
後 

施設の安全性と信頼度

業務内容に応じた資格制度の導入
新たに、運転員や保守業務従事者向けに「技術員／副主任技術

員」資格を設け、処遇の改善と意欲向上を図りました。

運転・保守スタッフの「研究員」
資格取得は実質的に困難でした。

研究
スタッフ

運転・保守
スタッフ

研究員

副主任
研究員

研究
スタッフ

運転・保守
スタッフ

＜資格＞

研究員

副主任
研究員

技術員

副主任
技術員

＜資格＞

動燃 サイクル機構

運転・保守スタッフの業務に応じた
ステップアップ制度を設けました。

 

変
更
点 

��全面的に書き換え。タイトル「研究員制度の見直し」を「業務内容に応じた資格

制度の導入」に。 
��コメント「研究員制度を見直し、新たに「技術員／副主任技術員」を設け、運転

員や保守業務従事者の意欲向上を図りました。」を「新たに、運転員や保守業務従

事者向けに「技術員／副主任技術員」資格を設け、処遇の改善と意欲向上を図り

ました。」に変更。読み手が研究員制度を知っていることは期待できないので。 
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－ 付(5) －

 
(1) 施設の安全性と信頼度 

 核物質の防護 

修
正
前 

2001/11/7-A-34

施設の安全性と信頼度

７．サイクル機構の危機管理体制
～核物質防護に係る安全対策～

核物質が勝手に持ち出されたりしないよう、施設への出入りは厳し

く管理されています。さらに勝手に侵入できないような設備を設け

ています。

 

修
正
後 

施設の安全性と信頼度

核物質の防護
核物質が勝手に持ち出されたりしないよう、施設への出入りは厳し

く管理されています。さらに勝手に侵入できないような設備を設け

ています。

監視カメラ
車両ゲート 磁気カード 監視システム

監視室

出入管理システム侵入検知センサー  

変
更
点 

��タイトル「核物質防護に係る安全対策」を「核物質の防護」に変更。（核物質防護

と安全対策は別なので） 
��イラストを具体的なものに変更。

（http://www.jnc.go.jp/kaihatu/hukaku/sg/1b-j.html より。元のイラストは抽象

的すぎるので。） 
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－ 付(6) －

 
(2) 原子力の事故に備えて 

 原子力施設の事故に備えて（表紙） 

修
正
前 

万が一の事故に備えて
～原子力災害時における対処方法～

核燃料サイクル開発機構 東海事業所

リスクコミュニケーション研究班

 

修
正
後 

原子力施設の事故に備えて
～原子力災害時における対処方法～

核燃料サイクル開発機構 東海事業所

リスクコミュニケーション研究班

 

変
更
点 

��タイトル「万が一の事故に備えて」から「原子力施設の事故に備えて」に。（「万

が一の」は恣意性があるため避ける） 
��イラストを事業所全景の写真に変更。（内容と関係が薄く、安定感の演出がわざと

らしい印象であり、作為的とみられる可能性があるので。） 
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－ 付(7) －

 
(2) 原子力の事故に備えて 

 事故を知ったとき「まずは情報収集」 

修
正
前 

2001/11/6-C-19

緊急時における対処方法
ドラフト版

◇注意事項◇
勝手な行動はとらず、
次の情報がでるまで
屋内で待機しましょう。

◇情報収集◇
戸別受信機やテレビ・ラジオなどから
正確な情報をつかみましょう。
（東海村の戸別受信機は
事故の放送の前に
サイレンが鳴ります）

事故を知ったとき
「まずは情報収集と準備」

お隣さんと情報
の確認をしま
しょう。

＜確認すべき内容＞

(1)いつ、どこで、どんな事故が起
こったか？

(2)事故の状況と被害予測

(3)災害対策本部の対応状況

デマに惑わされ
ないようにしま
しょう

やむを得ない場合
以外は、電話連
絡・問合せは控え
ましょう

 

修
正
後 

原子力施設の事故に備えて

◇注意事項◇

勝手な行動はとらず、
次の情報がでるまで
屋内で待機しましょう。

◇情報収集◇
戸別受信機やテレビ・ラジオなどから
正確な情報をつかみましょう。
（東海村の戸別受信機は
事故の放送の前に
サイレンが鳴ります）

お隣さんと情報の
確認をしましょう。

＜確認すべき内容＞

(1)いつ、どこで、どんな事故が起こっ
たか？

(2)事故の状況と被害予測

(3)災害対策本部の対応状況

デマに惑わされ
ないようにしま
しょう

やむを得ない場合
以外は、電話連
絡・問合せは控え
ましょう

戸別受信機、テレビ、ラジオなどから正確な情報を戸別受信機、テレビ、ラジオなどから正確な情報を

出典：原子力ハンドブック（茨城県、平成13年）

事故を知ったとき「まずは情報収集」

 

変
更
点 

��タイトル「～「まずは情報収集と準備」」「～「まずは情報収集」」（準備について

はかかれていないので） 
��コメント「戸別受信機、テレビ、ラジオなどから正確な情報を」を追加。（住民に

とっては情報入手の方法が重要なので強調。） 
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－ 付(8) －

 
(2) 原子力の事故に備えて 

 原子力防災対策の重点地域の設定 

修
正
前 

2001/11/6-C-27

緊急時における対処方法
ドラフト版

E P Z E P Z とは？とは？
E P ZE P Z（（EEmergencymergency PPlanning lanning ZZone)one)

＝＝原子力防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲原子力防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲
目的：原子力災害時の対応を短期間・効率的に実施、周辺住民等の被ばく目的：原子力災害時の対応を短期間・効率的に実施、周辺住民等の被ばく
低減化のため、あらかじめ屋内退避や避難方法の周知・資機材の整低減化のため、あらかじめ屋内退避や避難方法の周知・資機材の整 備備
などの防護対策を講じるなどの防護対策を講じる

放射性物質
の放出

EPZのめやす（半径）
再処理施設 約5km（東海再処理施設 約８km） 原子力発電所 約5～8km

原子力施設において起こり得ないような事態の発生を仮定し、

十分な余裕をもたせて範囲のめやすとしています。

EPZEPZ

 

修
正
後 

原子力施設の事故に備えて

E P ZE P Z（（EEmergencymergency PPlanning lanning ZZone)one)

＝原子力防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲＝原子力防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲
目的：原子力災害時の対応を短期間・効率的に実施、周辺住民等の被ばく低減化目的：原子力災害時の対応を短期間・効率的に実施、周辺住民等の被ばく低減化
のため、あらかじめ屋内退避や避難方法の周知・資機材の整備などの防護対策をのため、あらかじめ屋内退避や避難方法の周知・資機材の整備などの防護対策を
講じる講じる

放射性物質の
放出

EPZEPZ

原子力防災対策の重点地域の設定原子力防災対策の重点地域の設定

EPZのめやす（半径）
再処理施設 約5km（東海再処理施設 約８km） 原子力発電所 約5～8km

安全審査で想定している最大の事故よりも、さらに大きな事故

の発生を仮定して範囲のめやすとしています。

 

変
更
点 

��タイトル「EPZ とは？」を「原子力防災対策の重点地域の設定」に変更。（「EPZ」
の語を知らない受け手のためタイトルを一般的な表現に。） 

��「原子力施設において起こり得ないような事態の発生を仮定し、十分な余裕をも

たせて範囲のめやすとしています。」を「安全審査で想定している最大の事故より

も、さらに大きな事故の発生を仮定して範囲のめやすとしています。」に変更。（起

こりえないと感じるかどうかは受け手の判断に任せるべき事項。また「起こりえ

ない」はある条件でのシミュレーションの結果であり、従来までに発生してきた

事故等も事前には「起こりえない」といわれてきた経緯がある。このため、ここ

では EPZ 設定に係る事実関係を述べるにとどめる。） 
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－ 付(9) －

 
(3) 想定される事故とその被害 

 事故時の影響 

修
正
前 

2001/11/06-C-26

ドラフト版3．想定される事故の規模と影響

(2)事故時の影響は？

放射性物質による
外部被ばく

放射性物質の吸入

東海再処理施設

放射性物質

想定される被ばくの経路
被ばくの防止には屋内退避（特に
コンクリート建家）が有効です。

事故で発生した放射性物質の
一部が排気筒から放出される
と想定されています。

事故で発生した放射性物質の
一部が排気筒から放出される
と想定されています。

臨界臨界

 

修
正
後 

想定される事故とその被害

放射性物質による
外部被ばく

放射性物質の吸入

東海再処理施設

放射性物質

臨界臨界

●放射性物質の放出は？
普段より多くの放射性物質が排気筒から
放出されます。
●施設からの放射線は？
厚いコンクリートに遮られるため、外部
にはほとんど漏れません。

被ばくの防止には、屋内退避（特に
コンクリート建家）が有効です。

事故時の影響

 

変
更
点 

��これまで臨界の影響として、放射性物質の放出と放射線の２点をあげてきたので、

それぞれ説明するため「厚いコンクリートにさえぎられるため放射線は外部へほ

とんど漏れません」を追加。 
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－ 付(10) －

 
(3) 想定される事故とその被害 

 地震による事故の防止 

修
正
前 

2001/11/06-C-12

ドラフト版1．想定される事故と防止対策

1.4 地震による事故の防止

震源

表層の地盤

岩盤

一般の建物

再処理施設

施設は固い岩盤に設置されているため，地震の影響は表層の地盤と較べて
半分以下となります。また，一般の建物よりも約3倍の耐震性を備えた設計と
なっており，周辺地域で想定される最大規模の地震でも安全が維持されます。

施設は固い岩盤に設置されているため，地震の影響は表層の地盤と較べて
半分以下となります。また，一般の建物よりも約3倍の耐震性を備えた設計と
なっており，周辺地域で想定される最大規模の地震でも安全が維持されます。

揺れは半分以下，
強さは3倍

 

修
正
後 

想定される事故とその被害

震源

表層の地盤

岩盤

一般の建物

再処理施設

周辺地域で想定される最大規模の地震でも安全が維持されるように、
施設を固い岩盤の上（地震の影響は表層の地盤と較べて半分以下）に設置し、
一般の建物よりも約3倍の耐震性を備えた設計としています。

周辺地域で想定される最大規模の地震でも安全が維持されるように、
施設を固い岩盤の上（地震の影響は表層の地盤と較べて半分以下）に設置し、
一般の建物よりも約3倍の耐震性を備えた設計としています。

揺れは半分以下，
強さは3倍

震動が増幅

地震による事故の防止

 

変
更
点 

��表層の地盤で震動が増幅されることに言及。 
��「施設は固い岩盤に設置されているため，地震の影響は表層の地盤と較べて半分

以下となります。また，一般の建物よりも約 3 倍の耐震性を備えた設計となって

おり，周辺地域で想定される最大規模の地震でも安全が維持されます。」を「周辺

地域で想定される最大規模の地震でも安全が維持されるように、施設を固い岩盤

の上（地震の影響は表層の地盤と較べて半分以下）に設置し、一般の建物よりも

約 3 倍の耐震性を備えた設計としています。」に変更。（「周辺地域で想定される

最大規模の地震でも安全が維持されます。」はシミュレーション結果であり現実化

していないので） 
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－ 付(11) －

 
(4) 施設の周辺環境への影響 

 国のきまり 

修
正
前 

2001/10/10-E-2

周辺環境への影響（放射性物質の放出にはきまりがあります）

国のきまり

憲法

法律

政令

規則

告示

「憲法」を親分に、
だんだん具体的に
なっています。

＜国の決まり＞

規定

基準（要領）

手順（マニュアル）

国の決まりを受け
て、事業所でも決
まりをつくって守
っています！

＜事業所の決まり＞

だんだん具体的
になっています。

 

修
正
後 

施設の周辺環境への影響

法律（原子炉等規制法、放射線障害防止法など）

政令

規則

告示

だんだん具体的に
なっています。

放射性物質の放出管理の考え方、方法、基準値などを定めていま

す。

法律を具体化、用語の定義など

具体的な基準値など

法律、政令を具体化、施設の種類ごとの細目など

管理の考え方

国のきまり

 

変
更
点 

��「事業所のきまり」部分を削除し、国のきまりのみを説明する内容に変更。 
��憲法を削除。（直接の関係は薄いので。） 
��法律に具体名を付記。（「法律」だけでは漠然としすぎ。） 
��大まかな記載内容に言及。 
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－ 付(12) －

 
(4) 施設の周辺環境への影響 

 施設の周辺環境への影響 

修
正
前 

2001/10/10-E-2

周辺環境への影響（放射線を扱うところから出てくるものは？）

放射性廃棄物

排水溝

トリチウム

ストロンチウム-89
ヨウ素-129

ヨウ素-131

セシウム-134

施設内に保管

クリプトン-85

トリチウム 炭素-14

ヨウ素-129ヨウ素-131

排気筒

放射性物質を含むゴミを
「放射性廃棄物」といいます。

液体のものは海へ流します。

気体のものは
空へ放出します。

固体のものや放射性物質の濃度の
高い液体ものはドラム缶などに詰
めて施設の中に保管します。

 

修
正
後 

施設の周辺環境への影響

放出管

トリチウム 等

ストロンチウム-90
ヨウ素-129

プルトニウム

セシウム-137

施設内に保管

クリプトン-85 等

トリチウム 炭素-14

ヨウ素-129ヨウ素-131

排気筒

液体のものは海へ流します。

気体のものは
空へ放出します。

固体のものや放射性物質の濃度の高い液体
のものはドラム缶などに詰めて施設の中に
保管します。

施設の操業にともなって、
気体、液体、固体の放射性廃棄物が発生します。
また、施設から放射線が出てきます。

放射線

施設の周辺環境への影響

 

変
更
点 

��タイトルを「放射性廃棄物」から「施設の周辺環境への影響」に変更し、放射性

廃棄物の種類を説明することよりも平常時の施設の周辺への影響を説明する趣旨

に。 
��「放射性物質を含むゴミを『放射性廃棄物』といいます」を「施設の操業にとも

なって、気体、液体、固体の放射性廃棄物が発生します。また、施設から放射線

が出てきます。」に変更。（周辺環境への影響がテーマであることや、後でスカイ

シャインにも触れていることから。） 
��「排水溝」を「放出管」に変更。 
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(4) 施設の周辺環境への影響 

 環境中の放射能の測定 

修
正
前 

2001/10/10-E-2

周辺環境への影響（事業所敷地内外の放射線監視・測定）

環境中の放射能の測定

野菜や魚なども野菜や魚なども
測定します。測定します。

連続で放射線や放射性物質の量を連続で放射線や放射性物質の量を

測定し、集中監視しています。測定し、集中監視しています。

モニタリングポスト（8ヵ所）

モニタリングステーション（5ヵ所）

監視室

土や水も測定します。土や水も測定します。 モニタリング船

ほかにもたくさんほかにもたくさん
測定場所があります。測定場所があります。

モニタリングカー

モニタリングポイント
（４４ヵ所）

 

修
正
後 

施設の周辺環境への影響

液体廃棄物

気体廃棄物

施設からの放射線
モニタリング船

水の測定 土の測定

農作物・
魚介類の
測定 空気の測定

モニタリング
ポスト

モニタリング
ステーション

モニタリング
ポイント

モニタリング
カー

空気、水、土や食物の放射能を測定しています。

環境中の放射能の測定

 

変
更
点 

��「周辺環境への影響」との対応関係を示すレイアウトとし、細部（集中管理、モ

ニタリングポスト等の箇所数）を割愛した。 
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(5) 施設の場所と事業内容 

 核燃料サイクル 

修
正
前 

2001/11/7-D-3

核燃料サイクル図

二酸化
ウラン

六フッ化
ウラン 六フッ化ウラン

燃料加工工場

原子力発電所

再
処
理
工
場

ウラン鉱山 精錬工場
転換工場

濃縮工場

再転換工場

放射性廃棄物として処分

回収ウラン

ウラン +プルトニウム

使用済燃料

燃料
集合体

ウラン
のみ

ウラン＆
プルトニウム

約70年

数百年
以上

（利用可能年数）

ウラン，プルトニウムの回収

核分裂生成物
を分離

サイクル機構東海事業所

 

修
正
後 

施設の場所と事業内容

ウラン鉱山 精錬 転換 濃縮

再転換

使用済燃料
（ウラン・プルトニウムと核分裂生成物）

放射性廃棄物として処分
（研究開発段階）

再処理

原子力発電所

ウラン

ウラン・プルトニウム

核分裂生成物

回 収

ウラン
のみ

ウラン・
プルトニウム

約70年

数百年
以上

資源の理論的な
利用可能年数

核分裂生成物
（利用できない燃えかす）発電所で使う燃料をつくるために、段階的に処理を行います。

燃料の材料
（粉末）

燃料加工

燃料集合体成型

ウラン ウラン・プルトニウム

軽水炉
（電力会社の発電所）
FBR（もんじゅ）
ATR（ふげん）など

分 離

核燃料サイクル

 

変
更
点 

��ウランとウラン・プルトニウムを色分け。 
��化合物名は後の説明にも出てこないので削除。 
��東海事業所のセンターごとに色分け。 
��枠をそろえるなど視覚的配慮。 
��「核燃料サイクル図」から「核燃料サイクル」に。 
��利用可能年数が理論値であることに言及。 
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(5) 施設の場所と事業内容 

 発電所建設によるメリット 

修
正
前 

2001/11/7-D-3

～発電所建設によるメリット～
周辺事業所の概要紹介

租税収入の増加 電源三法交付金
の交付

電源三法交付金
の交付

発電所や関連会
社の従業員増加

発電所や関連会
社の従業員増加

県民税
（法人分）

固定資産税
（特例分）事業税

不動産
取得税

市町村民税
（法人分）

地元消費
の拡大

地元雇用
の拡大

所在市町村へ

固定
資産税

市町村民税
（法人分）

県へ

企業誘致や
産業の近代化
のための
事業推進

公共施設の
整備

所在市町村・周辺
市町村・県へ

市町村へ

タバコ税

県民税
（個人税）

県へ

 

修
正
後 

施設の場所と事業内容

電源三法交付金の交付

発電所や関連会社
従業員の増加

地元消費の拡大

地元雇用の拡大

公共サービス等
生活の利便性向上

企業誘致
事業推進

産業の近代化
事業推進

公共施設整備

租税収入の増加

固定資産税
市町村民税

県民税
事業税
固定資産税（特例分）
不動産取得税

所在市町村へ

県へ

所在市町村、周辺市町村、県
へ

発
電
所
・
事
業
所
が
立
地

住民のメリット

自治体財政への貢献

出典：茨城県企画部ひたちなか整備課ホームページ

発電所建設によるメリット

 

変
更
点 

��住民メリットと自治体財政への貢献など関係を整理。 
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(6) 放射性廃棄物の処理処分 

 運転に伴って発生する放射性廃棄物の種類 

修
正
前 

2

処理装置

処理装置

各工程

排気モニタ

排水モニタ

気体廃棄物

液体廃棄物

貯蔵保管 分別・処理

固体廃棄物

排気筒

運転に伴って発生する放射性廃棄物の種類

気体と液体の廃棄物は放射性物質
を取り除いた後、安全を確かめた
上で放出しています。

固体の廃棄物は分別
後、焼却などの処理
で減容し、容器に入
れて貯蔵施設で管理
しています。

固体の廃棄物は、将来、放射性物質の濃度に応じて、安全かつ合理的な方法で処分されます。

古いフィルタ等

濃縮液の固化等

 

修
正
後 

放射性廃棄物の処理処分

処理装置

処理装置

各工程

排気モニタ

排水モニタ

気体廃棄物

液体廃棄物

貯蔵保管 分別・処理

固体廃棄物

排気筒

気体と液体の廃棄物は、放射性物質を
取り除くなどの処理を行い、基準を下
回る濃度で放出しています。

固体の廃棄物は分別後、
焼却減容などの処理を行
い、容器に入れて貯蔵施
設で管理しています。

固体の廃棄物は、将来、放射性物質の濃度に応じた方法で処分されます。

使用したフィルタ等

濃縮液の固化等

運転に伴って発生する放射性廃棄物の種類

 

変
更
点 

��「気体と液体の廃棄物は放射性物質を取り除いた後、安全を確かめた上で放出し

ています。」を「気体と液体の廃棄物は放射性物質を取り除くなどの処理を行い、

基準を下回る濃度で放出しています。」に変更。（「安全を確かめ」の意味すると

ころを具体的に。） 
��「固体の廃棄物は、将来、放射性物質の濃度に応じて、安全かつ合理的な方法で

処分されます。」を「固体の廃棄物は、将来、放射性物質の濃度に応じた方法で処

分されます。」に変更。（内容の説明がないままに「安全かつ合理的」とするのは

説得的な印象を与えかねないので、無難な表現に。） 
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(6) 放射性廃棄物の処理処分 

 ガラス固化体の貯蔵設備 

修
正
前 

9

ガラス固化体の貯蔵設備

ガラス固化体貯蔵区域

フタ

ガラス固化体

拡大図

日本原燃（株）高レベル廃棄物貯蔵管理センター

ガラス固化体は、頑丈な鉄筋コンクリート造りの貯蔵施設に設置された鋼製の収納管
の中で、自然の通風力を利用して冷却しながら最終処分までの３０～５０年間貯蔵し
ます。冷却空気は収納管の外側を通り固化体には直接接触しません。また､固化体を貯
蔵する区域等は厚さ1.5～2mの鉄筋コンクリートで放射線を遮蔽するとともに､収納
管の内部等は放射能が外部に漏れ出ないように施設外より低い気圧にするなど､万全の
安全対策が施されています。

冷却空気
の入口

冷却空気
の出口

 

修
正
後 

放射性廃棄物の処理処分

貯蔵ピット

プラグ

拡大図

高レベル放射性廃棄物
貯蔵管理センター

（日本原燃：青森県六ヶ所村）

•ガラス固化体は、鉄筋コンクリート造りの貯蔵施設に設置された鋼製の収納管の中で、自然の通風力
を利用して、最終処分まで冷却されます。（３０～５０年間）
•貯蔵ピット等は厚さ1.5～2mの鉄筋コンクリートで放射線を遮蔽しています。
•収納管の内部等は放射性物質が外部に漏れ出ないように建屋外より低い気圧にしています。

冷却空気の
入口

冷却空気の
出口

出典：海外から返還されるガラス固化体の管理について しくみと安全性（日本原燃株式会社：1997年9月） ほか

冷
却
空
気
（

）
は
収
納
管
の
外
側
を
通
る
の
で

ガ
ラ
ス
固
化
体
と
直
接
接
触
し
ま
せ
ん
。

ガ
ラ
ス
固
化
体

約1.9m

収
納
管

通
風
管

ガラス固化体の貯蔵設備

 

変
更
点 

��「ガラス固化体は、頑丈な鉄筋コンクリート造りの貯蔵施設に設置された鋼製の

収納管の中で、自然の通風力を利用して冷却しながら最終処分までの３０～５０

年間貯蔵します。冷却空気は収納管の外側を通り固化体には直接接触しません。

また､固化体を貯蔵する区域等は厚さ 1.5～2m の鉄筋コンクリートで放射線を遮

蔽するとともに､収納管の内部等は放射能が外部に漏れ出ないように施設外より

低い気圧にするなど､万全の安全対策が施されています。 」を箇条書きにし「冷

却空気は・・・直接接触しません」を吹き出しに。（説明文を短く。） 
��「万全の安全対策」の表現を避ける。（万全と感じるかどうかは受け手が判断する

べきことなので。） 
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(7) 放射線に係る基礎知識 

 放射線の種類と性質① 

修
正
前 

2001/10/10-E-4

周辺環境への影響 ～放射線（放射線とは）～

放射線の種類と性質（１）

ヘリウムの原子核。
プラス（＋）の電気を持っています。
この中では一番重い。

電磁波（光や電波の仲間）。
重さはありません。

ガンマ（γ）線やエックス（X）線

ベータ（β）線 中性子（ｎ）線

電子。
マイナス（－）の電気を持っています。
この中では一番軽いです。

中性子。
電気を持ちません。
アルファ線より軽く、ベータ線より重いです。

アルファ（α）線

原子核の中にはプラス（+）

の電気を持った陽子と電気を

持たない中性子がいます。

 

修
正
後 

放射線に係る基礎知識

アルファ（α）線

ベータ（β）線

ガンマ（γ）線やエックス（X）線

中性子（ｎ）線

ヘリウムの原子核

電子

電磁波
（電波や光の仲間）

中性子

この中では
いちばん重い。

この中では
いちばん軽い。

重さはありません。

ベータ線より重く、
アルファ線より軽い

プラス（＋）の電気を
持っています。

マイナス（－）の電気を
持っています。

電気を持ちません。

放射線の種類と性質①

 

変
更
点 

��表形式にレイアウト変更。（受け手による比較を期待する内容なので） 
��制止した粒子ではなく運動をしているようなイラストに変更。ベータ線を小さく

して質量と対応させた。 
��陽子、中性子の説明を削除。 
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(7) 放射線に係る基礎知識 

 放射線や放射能のいろいろな単位～ボクシングで考えよう！～ 

修
正
前 

2001/10/10-E-8

周辺環境への影響 ～放射線（放射線とは）～

線量当量
放射線が人体にどれだけ影響するか？
単位：シーベルト（Ｓｖ）

放射能
放射能の強さ（量）
（1秒間にいくつの放射性物質
が変化するか？）
単位：ベクレル（Ｂｑ）

吸収線量
人の体や物に吸収された放射線
のエネルギーの量
単位：グレイ（Ｇｙ）

パンチの数

けがの度合い

パンチの威力

長さや重さと同じように単位がある
～ボクシングで考えよう！～

 

修
正
後 

放射線に係る基礎知識

等価線量（実効線量）
放射線が人体にどれだけ影響するか？
単位：シーベルト（Ｓｖ）

放射能
放射能の強さ（量）
（1秒間にいくつの放射性物質が変化するか？）
単位：ベクレル（Ｂｑ）

吸収線量
人の体や物に吸収された放射線のエネルギーの量
単位：グレイ（Ｇｙ）

パンチの数

ダメージ（けが）の大きさ

パンチの威力

放射線や放射能のいろいろな単位
～ボクシングで考えよう！～

 

変
更
点 

��タイトル「長さや重さと同じように単位がある」を「放射線や放射能のいろいろ

な単位」に変更。（他のスライドと表現を揃える） 
��レイアウト変更。（放射能、吸収線量、等価線量の順に説明できるように） 
��「線量当量」を「等価線量（実効線量）」に変更。 
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(7) 放射線に係る基礎知識 

 宇宙からの放射線 

修
正
前 

2001/10/10-E-3

地上からの距離が高くなる
につれて受ける放射線の量
は大きくなります！

海面 0.00003ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ

4,000m 0.0002ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ

12,000m 0.005ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ

15,000m 0.013ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ

宇宙では地上に比べ、大気
層など放射線をさえぎるも
のがない分、宇宙線の影響
は大きくなります。

宇宙からはるばるやってくる宇宙線

周辺環境への影響 ～放射線（自然放射線）～

（1時間あたりに受ける放射線の量）
 

修
正
後 

放射線に係る基礎知識

地面から離れるにつれて
受ける放射線の量
は大きくなります。

4,000m 0.0002ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ

12,000m 0.005ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ

15,000m 0.013ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ

宇宙では地上に比べ、大気層
など放射線をさえぎるものが
ない分、影響は大きくなりま
す。

1時間あたりに受ける
放射線の量

銀河・太陽から

宇宙からの放射線

海面 0.00003ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ

参考：１９９３年、２０００年国連科学委員会報告書  
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変
更
点 

��タイトル「宇宙からはるばるやってくる宇宙線」を「宇宙からの放射線」に。（表

現を他のスライドと揃えるため） 
��「地上からの距離が高くなる」を「地面から離れる」に変更。 
��タイトルとコメントにおいて「宇宙線」を削除。（放射線で事足りるので、新しい

類似の概念を避けるため） 
��発生源（銀河、太陽）を追加。 
��矢印のグラディエーションを強く。（地表に近づくにつれて弱まることを図でも

強調） 
��ロケットのイラストを打ち上げ時のものから飛行しているものに変更。 
��山のイラストを森林のないものに変更（4000m なので） 
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(7) 放射線に係る基礎知識 

  放射線の健康への影響 

修
正
前 

2001/10/10-E-11

周辺環境への影響 ～放射線（人体への影響）～

１００キロ１００キロ

？？

１００キロの鉄球

一気に落下

１年かけて
少しづつ落下

放射線の健康への影響

１５０１５０
グラムグラム

１５０グラムの鉄粉

大怪我をしてしまいます

1年間に受ける自然放射線約1.５ミリシーベルトと
一度に受けると吐き気をもよおすような1000ミリシーベルトとは？

 

修
正
後 

放射線に係る基礎知識

同じ線量でも、時間をかけて被ばくするのと
一気に被ばくするのでは健康への影響が違います。

？？

１キロ１キロ
グラムグラム

１キログラムの鉄粉

１キロ１キロ
グラムグラム

１キログラムの鉄球

一気に落下

１年かけて
少しづつ落下

怪我をしてしまいます

放射線の健康への影響

 

変
更
点 

��100kg の鉄球が一気に落下する場合と、150g の鉄粉が１年かけて落下する場合の

スライドをもとに作成。（元のスライドは、100kg だから怪我をするのか、一気に

落下するから怪我をするのか、趣旨がわかりづらかったので） 
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(8) 地域とサイクル機構東海事業所の関わり 

 地域に開かれた体制を目指して 

修
正
前 

1

＜地域フォーラム＞

社会に開かれた体制を目指して

・社会に開かれた
双方向性のある広報
・地域との共生

社 会

情報公開・提供の徹底

地域社会に開かれ

た活動の推進
積極的な報道対応

他法人に先行した情報公開制度
全ての問い合わせに回答
・インターネットの活用
（生のデータ、画像を公開）
・インフォメーションルームの設置

本社を東海村に移転
各事業所に地域交流課を設置
・公開シンポジウム
・地域フォーラム
・モニター制度

軽微な故障等も含めて対外公表
日報、週報のプレス公開
不正確な報道に対する申入れ
現場側の報道責任者（プレス
責任者）を予め指名

経営理念：透明性の確保
社会の信頼

行動憲章
第３条：正確な情報の迅速な発信
第４条：地域の一員としての活動

＜インフォメーションルーム＞

 

修
正
後 

地域とサイクル機構東海事業所の関わり

＜地域フォーラム＞

・開かれた
双方向性のある広報
・地域との共生

地 域

情報公開・提供の徹底

地域社会に開かれた活動の推進
積極的な報道対応

本社を東海村に移転
各事業所に地域交流課を設置
・公開シンポジウム
・地域フォーラム
・モニター制度

経営理念：透明性の確保
社会の信頼

行動憲章
第３条：正確な情報の迅速な発信
第４条：地域の一員としての活動

＜インフォメーションルーム＞

全ての問い合わせに回答
・インターネットの活用
（生のデータ、画像を公開）
・インフォメーションルームの設置
（各事業所）

報道機関への正確な情報提供
サイクル機構週報、研究開発成果
事業所運転日報
軽微な故障等

地域に開かれた体制を目指して
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変
更
点 

��タイトル「社会に開かれた･･･」を「地域に開かれた･･･」に変更。（大見出しが「地

域とサイクル機構東海事業所の関わり」となっていることから） 
��図中央部「社会」を「地域」に変更。（上記変更にあわせて） 
��「情報公開・提供の徹底」の項目にある「インフォメーションルームの設置」に、

「（各事業所）」を追加。（所在を示すため） 
��「積極的な報道対応」の項目にある「不正確な報道に対する申入れ」を「正確な

報道への協力」と変更。（否定的な表現から前向きな表現へ） 
��同じく「積極的な報道対応」の項目にある「現場側の報道責任者（プレス責任者）

を予め指名」を削除。（むしろ報道規制的な印象を与える恐れがあるため） 
��その他、若干のレイアウト調整 

 


